
施設基準及び診療報酬に係るホームページ掲示 

 

当院は保険医療機関の指定を受けています。 

 

◼︎電子的診療情報連携体制加算 

当院では、下記の施設基準を満たしています。 

１．オンライン請求を行っている 

２．オンライン資格確認を行う体制を有している 

３．電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧又は活用できる体制を有し

ている 

４．診療報酬明細書を無償で患者に交付している 

５．マイナンバーカードの使用率が 30％以上である 

６．マイナンバーカードの利用のお声掛け・ポスター掲示を行っている 

７．明細書発行に関する事項、医療 D X 推進の体制に関する事項等について、当該保険医

療機関の見やすい場所及びウェブサイトに掲載している 

 

オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を活用した診療を実施いたします。 

また、マイナ利用の促進など、医療 D X を通じて、質の高い医療を提供できるように取り

組んでおります。 

 

◼︎物価対応料 

近年の医療資材・消耗品等の物価高騰の中、患者様に今後も安全で質の高い医療サービスを

安定して提供できるよう、物価対応料の算定を行っております。 

 

 

◼︎時間外対応加算 

当院では、通院されている方が時間外に緊急の相談がある場合に対応できる体制を整えて

おります。 

診療時間外には、留守番電話での対応・翌診療日に対応させていただいております。 

このような取り組みから、日中に受診された際にも、時間外対応加算を算定させて頂きます。 

 

 

◼︎夜間・早朝加算 

下記時間帯に受付をされた場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき、夜間早朝等加

算として５０点を診察料に加算させて頂きます。 

平日：１８時以降   土曜：１２時以降 



◼︎外来・在宅ベースアップ評価料（1） 

当院では、医療従事者の賃金改善を目的として、厚生労働省が定める「外来・在宅ベースア

ップ評価料」を算定しております。 

本評価料は、医療現場で働くスタッフの待遇改善により、患者様へより安全で質の高い医療

を継続的に提供することを目的としています。 

上記に伴い、患者様のご負担が上がる場合があります。 

ご理解のほどよろしくお願い致します。 

 

◼︎一般名処方加算 

当院では、厚生労働省の方針に従い、一般名処方を行っています。 

一般名処方とは医薬品の有効成分をそのまま医薬品名として処方箋に記載して処方するこ

とです。 

医薬品の供給が不安定な状態であっても、一般名処方を推進することにより、薬局において、

銘柄によらず供給・在庫の状況に応じて調剤できることで、患者さんに適切に医薬品を提供

することが可能となります。一般名での処方について、ご不明なことがある場合は、いつで

も医師や薬剤師にご相談ください。 
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